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市民体育祭の参加者を募集します市民体育祭の参加者を募集します
■問い合わせ■問い合わせ

本庁生涯学習スポーツ課スポーツ振本庁生涯学習スポーツ課スポーツ振

興係（江刺総合支所・興係（江刺総合支所・☎☎34-2498）34-2498）

　地域や職場の皆さんで自由にチームを編成して、ご

参加ください。

■対象　市内に在住または勤務する 18 歳以上の人で

　編成する、地域、職場、団体などを単位としたチー　

　ム　※一部個人競技あり  

■申し込み方法　市ホームページに掲載する参加申込

　書に必要事項を記入の上、申込書に記載の各競技主

　管団体に申し込む　

※申し込み多数の場合は、参加を制限

　する場合あり

期　日 競技種目 会　場 主管団体 申込期限

５月24日火 ゲートボール すぱーく胆沢屋内ゲートボール場 市ゲートボール協会 ５月８日日
６月11日土
　　12日日 グラウンド・ゴルフ

水沢公園陸上競技場（雨天時は

翌週へ延期）
市グラウンド・ゴルフ連盟 ５月24日火

６月12日日 ソフトバレーボール 江刺中央体育館 市バレーボール協会 ６月３日金
６月27日🈷 ラージボール卓球 水沢体育館 水沢ラージボール卓球連盟 ６月７日火
７月３日日 ソフトテニス 水沢公園テニスコート 市ソフトテニス協会 ６月２日木
９月４日日 卓球 水沢体育館 市卓球協会 ８月19日金
10月16日日 ソフトボール 水沢公園野球場（雨天時は中止） 市ソフトボール協会 10月７日金
11月23日 バドミントン 水沢体育館 市バドミントン協会 11月３日

12月11日日 柔道 水沢武道館 市柔道協会 11月25日金
２月12日日 綱引き 江刺西体育館 市綱引協会 １月20日金

市ホームページ▲

１　次の経費は補助金の交付対象となりません。

　（1）付属施設（駐車場、自転車置場、外灯など）の　　

　　  工事

　（2）集会施設の取り壊し

　（3）用地の取得、造成、外構工事

　（4）エアコンや物置など備品の購入

　（5）自治会・町内会など以外（個人・企業など）が　

　　　所有または所有する予定の集会施設に係る経費

２  集会施設の新築または改築を原因として、建物移　

　転に伴う補償その他の補償を受けた場合や、この集　

　会施設整備費補助金以外の補助金など交付を受けた

地域の集会施設整備を補助します地域の集会施設整備を補助します

　自治会や町内会などが所有・維持管理をしている集会施設を、新築や改築、修繕などを行う場合に、そ

の整備に要する経費を市が補助します。

■問い合わせ■問い合わせ

本庁地域づくり推進課地域支援室本庁地域づくり推進課地域支援室

（江刺総合支所・（江刺総合支所・☎☎34-1619）34-1619）

対象工事 対象経費 補助金の額

新築 新たに集会施設を建築する工事に要する経費

経費の２分の１に相当する額

（千円未満切り捨て・上限 400 万円）

改築
老朽化が著しい既存の集会施設の一部を取り壊し、新たに

集会施設を建築する工事で、30 万円を超えるもの

増築
既存の集会施設と一体を成す建物として床面積を増加する

工事で、30 万円を超えるもの

修繕
老朽化が著しい既存の集会施設の経年劣化した部分の機能

などを原状回復するための補修で、100 万円を超えるもの

上下水道設備

の設置

トイレの水洗化を含む上下水道設備の設置またはトイレの

洋式化を行う工事

経費の２分の１に相当する額

（千円未満切り捨て・上限 50 万円）

　場合は、補助金の額からそれらの額を除いて算出し

　た額を補助します。

■手続き方法

　事前に見積書や関係資料を持参の上、問い合わせ先

にご相談ください。補助対象の可否を確認後、申請書

類の提出となります。

※予算の範囲内で補助金を交付します。事業内容や申

　請額によっては５年度以降の実施になる場合もあり

　ます

※補助金の交付決定を受けずに着工した工事には、補　

　助金の交付ができませんのでご注意ください

　５月 15 日日に開催する「きらめきマラソン 10 キロチャレンジ」は、各種コロナウイルス感染防止

対策を取った上で開催します。大会を成功させるため、皆さんのご協力をお願いします。

　※当日の交通規制は、広報おうしゅう３月本号をご覧ください。

■問い合わせ　いわて奥州きらめきマラソン実行委員会事務局（江刺総合支所・本庁生涯学習スポー

ツ課内、☎ 34-2498）

2022第６回スポニチいわて奥州きらめきマラソン2022第６回スポニチいわて奥州きらめきマラソン
10 キロチャレンジ10 キロチャレンジ

【沿道応援について】

●マスクを着用し、混雑を避けるため１メートル

以上の距離の確保をお願いします

●拍手やメッセージボードの掲出など、声を出さ

ない応援をお願いします（選手との接触、私設給

水所やエイドの設置は禁止）

●メイン会場内（江刺総合支所周辺）に入場する

際は、検温と健康チェックシートの提出をお願い

します

●交通整理員などの指示に従うようお願いします

【主なコロナ対策について】

●手指消毒やマスク着用などの基本的な感染対策

の徹底をお願いします

●ランナーには、スタート直前までと、ゴール直

後のマスク着用の徹底をお願いします

●大会関係者全員に、大会１週間前からの検温と

健康チェックシートの記録・提出、大会終了後２

週間の健康観察記録をお願いします

●ごみの持ち帰りの徹底をお願いします

●表彰セレモニー・イベントの開催見送り、ＷＥ

Ｂによる記録証発行や大会結果の公表、ランナー

アンケートのオンライン送信など、混雑を緩和す

る取り組みを実施します大会公式ホームページ ▼

コロナ対策へのご協力をコロナ対策へのご協力を

土地と家屋の現況調査を実施します土地と家屋の現況調査を実施します
■問い合わせ■問い合わせ

本庁税務課土地係（本庁税務課土地係（☎☎34-2375）、34-2375）、

家屋係（家屋係（☎☎34-2376）34-2376）

■調査員

　調査員は市職員で、身分証明書を携帯しています。

■調査方法

　所有者が不在の場合でも調査を実施する場合があり

ます。

●土地…土地課税台帳の登録地目と現況地目との相違

を調査します。例えば、これまでの評価地目が「山林」

で、現況が宅地であった場合、評価地目を「宅地」に

修正します。市内の土地が全般的に下落した場合は、

価格を修正します。

●家屋…家屋課税台帳の登録内容（所在地、種類、構

造および床面積など）に基づき、家屋の外周の計測な

どを行います。主に外観調査を実施しますので、家屋

内に入ることは基本的にありません。1 月２日以降に

新増築した家屋は、事前に連絡した上で訪問します。

※所有者や土地の利用状況、家屋の建築年などを確認

するため、お話を伺う場合があります

■調査後の対応

　現況に課税台帳との相違が認められた場合は、原則

として登録内容を変更します。これにより、来年度の

税額が変更となる場合があります。

■その他

　調査時に、調査員が市税などの徴収を行うことはあ

りません。また、家屋の修繕を勧めたり、業者をあっ

せんしたりすることは一切ありません。

　市では毎年、固定資産税の課税対象となる土地と家屋の現況調査を実施しています。この調査は、公正

で適正な課税を行うために、土地の使用状況や、家屋の増改築、未調査による課税漏れ、取り壊しなどを

調査するものです。調査員が現地調査に訪問することがありますので、ご協力をお願いします。




